
例）常勤職員数が３０人以下の場合

１年目は３人の受入れが可能。１年目の３人が２年目になるときに新たにもう３人の受入れが可能となり、

２年目は実習生が計６人になります。毎年３人の受入れができますので、３年目は合計９人となりますが、

４年目は初めの実習生３人の帰国と同時に新たに３人の受入れが可能になるので、実習生は最大９人です。

※「実習実施者(企業様)の優良認定」で、受入れ人数枠の拡大、技能実習期間の延長等も可能となります。

　　（認定条件:基礎級検定の合格率／３級検定の合格率／３級検定合格人数／企業様指導員の養成講習受講歴／等）

受入れ人数

受入れる実習生には人数の受入枠があります。

企業様の常勤職員数によって一年間の受け入れられる人数が変わります。

外国人技能実習生の受入れ人数

企業様（実習実施者）

常勤職員数(正社員）

３０人以下 ３人

３１人～４０人 ４人

４１人～５０人 ５人

５１人～１００人 ６人

１０１人～２００人 １０人

２０１人～３００人 １５人

３０１人以上 常勤職員数の5％

第２号(２年間) 基本人数枠の２倍

実習生 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

帰国

技能実習１号 技能実習２号 技能実習２号

帰国

技能実習１号 技能実習２号 技能実習２号

技能実習１号 技能実習２号 技能実習２号

技能実習１号 技能実習２号

技能実習１号

９人

技能実習生区分 年間受入れ人数

第１号(１年間)

五期生

一期生

四期生

三期生

二期生

実習生合計 3人 ６人 ９人 ９人

テスト

テスト

テスト

テスト


